
阿賀野市告示第７５号  

 阿賀野市行政組織改編に伴う関係告示の整理に関する告示を次のように定

める。  

  令和８年３月３１日  

                    阿賀野市長 加 藤 博 幸   

 

   阿賀野市行政組織改編に伴う関係告示の整理に関する告示  

 （阿賀野市広報広聴規程の一部改正）  

第１条 阿賀野市広報広聴規程（平成１６年阿賀野市告示第３０号）の一部を

次のように改正する。  

  第４条中「市長政策・市民協働課」を「まちづくり政策課」に改める。  

  第６条第４項中「市長政策・市民協働課長」を「まちづくり政策課長」に

改める。  

 （阿賀野市健康づくり推進協議会設置要綱の一部改正）  

第２条 阿賀野市健康づくり推進協議会設置要綱（平成１６年阿賀野市告示第

３３号）の一部を次のように改正する。  

  第７条中「健康推進課」を「地域保健課」に改める。  

 （阿賀野市建設工事請負業者指名停止措置要領の一部改正）  

第３条 阿賀野市建設工事請負業者指名停止措置要領（平成１６年阿賀野市告

示第３６号）の一部を次のように改正する。  

  第１０条第２項中「管財課」を「財務課」に改める。  

 （阿賀野市工事成績評定実施要領の一部改正）  

第４条 阿賀野市工事成績評定実施要領（平成１６年阿賀野市告示第３６号）

の一部を次のように改正する。  

  第１号様式及び第２号様式中「管財課」を「財務課」に改める。  

 （阿賀野市建設工事入札及び契約等の情報公表実施要綱の一部改正）  

第５条 阿賀野市建設工事入札及び契約等の情報公表実施要綱（平成１７年阿

賀野市告示第４２号）の一部を次のように改正する。  

  第４条第３項並びに第５条第３項及び第４項中「管財課」を「財務課」に

改める。  

 （阿賀野市公募型指名競争入札実施要綱の一部改正）  

第６条 阿賀野市公募型指名競争入札実施要綱（平成１７年阿賀野市告示第９

１号）の一部を次のように改正する。  

  第４条第１項中「管財課」を「財務課」に改める。  

8.4.10 



 （阿賀野市要保護児童対策地域協議会設置要綱の一部改正）  

第７条 阿賀野市要保護児童対策地域協議会設置要綱（平成１８年阿賀野市告

示第２６７号）の一部を次のように改正する。  

  第４条第１項第８号中「社会福祉課及び健康推進課職員」を「福祉支援課

及び地域保健課職員」に改める。  

  第８条中「阿賀野市役所健康推進課」を「地域保健課」に改める。  

 （阿賀野市男女共同参画プラン推進協議会設置要綱の一部改正）  

第８条 阿賀野市男女共同参画プラン推進協議会設置要綱（平成１８年阿賀野

市告示第２９２号）の一部を次のように改正する。  

  第７条中「企画財政課」を「まちづくり政策課」に改める。  

 （阿賀野市福祉有償運送運営協議会設置要綱の一部改正）  

第９条 阿賀野市福祉有償運送運営協議会設置要綱（平成１８年阿賀野市告示

第３３４号）の一部を次のように改正する。  

  第９条中「社会福祉課」を「福祉支援課」に改める。  

 （阿賀野市男女共同参画プラン庁内推進委員会設置要綱の一部改正）  

第１０条 阿賀野市男女共同参画プラン庁内推進委員会設置要綱（平成１８年

阿賀野市告示第３４８号）の一部を次のように改正する。  

  第６条第３項中「企画財政課長」を「まちづくり政策課長」に改める。  

  第７条中「企画財政課」を「まちづくり政策課」に改める。  

  別表を次のように改める。  

阿賀野市男女共同参画プラン庁内推進委員  備考  

副市長  委員長  

総務部長  副委員長  

総務課長   

危機管理課長   

まちづくり政策課   

財務課長   

市民生活課長   

地域保健課長   

福祉支援課長   

こども課長   

生涯学習課長   

農林課長   



商工観光課長   

学校教育課長   

農業委員会事務局長   

消防本部消防長   

 （阿賀野市地域生活支援事業実施要綱の一部改正）  

第１１条 阿賀野市地域生活支援事業実施要綱（平成１８年阿賀野市告示第３

６９号）の一部を次のように改正する。  

  第２号様式中「社会福祉課 阿賀野市障害者総合相談支援センター」を「福

祉支援課 障がい者基幹相談支援センター」に改める。  

  第４号様式中「阿賀野市役所社会福祉課阿賀野市障害者総合相談支援セン

ター」を「阿賀野市役所福祉支援課障がい者基幹相談支援センター」に、「社

会福祉課 阿賀野市障害者総合相談支援センター」を「福祉支援課 障がい

者基幹相談支援センター」に改める。  

 （阿賀野市障害者自立支援協議会要綱の一部改正）  

第１２条 阿賀野市障害者自立支援協議会要綱（平成１９年阿賀野市告示第１

５７号）の一部を次のように改正する。  

  第８条中「社会福祉課阿賀野市障害者基幹相談支援センター」を「福祉支

援課障害者基幹相談支援センター」に改める。  

 （阿賀野市入札監視委員会設置要綱の一部改正）  

第１３条 阿賀野市入札監視委員会設置要綱（平成１９年阿賀野市告示第１８

６号）の一部を次のように改正する。  

  第１１条中「管財課」を「財務課」に改める。  

 （阿賀野市ファミリーサポートセンター事業実施要綱の一部改正）  

第１４条 阿賀野市ファミリーサポートセンター事業実施要綱（平成１９年阿

賀野市告示第２３７号）の一部を次のように改正する。  

  第４条中「社会福祉課」を「こども課」に改める。  

 （阿賀野市食育推進協議会設置要綱の一部改正）  

第１５条 阿賀野市食育推進協議会設置要綱（平成２０年阿賀野市告示第１４

号）の一部を次のように改正する。  

  第８条中「健康推進課」を「福祉支援課」に改める。  

 （阿賀野市食育ネットワーク委員会設置要綱の一部改正）  

第１６条 阿賀野市食育ネットワーク委員会設置要綱（平成２０年阿賀野市告

示第１５号）の一部を次のように改正する。  

  第８条中「健康推進課」を「福祉支援課」に改める。  



 （阿賀野市広告掲載取扱要綱の一部改正）  

第１７条 阿賀野市広告掲載取扱要綱（平成２０年阿賀野市告示第１６７号）

の一部を次のように改正する。  

  第７条第２項中「市長政策・市民協働課長、企画財政課長」を「まちづく

り政策課長、財務課長」に改める。  

 （阿賀野市「あがの市政出前講座」実施要綱の一部改正）  

第１８条 阿賀野市「あがの市政出前講座」実施要綱（平成２１年阿賀野市告

示第１２２号）の一部を次のように改正する。  

  第４条第１項及び第２項、第７条並びに別記様式中「市長政策・市民協働

課」を「まちづくり政策課」に改める  

 （阿賀野市自殺対策推進協議会設置要綱の一部改正）  

第１９条 阿賀野市自殺対策推進協議会設置要綱（平成２１年阿賀野市告示第

１７６号）の一部を次のように改正する。  

  第７条中「健康推進課」を「地域保健課」に改める。  

 （阿賀野市低入札価格調査制度実施要綱の一部改正）  

第２０条 阿賀野市低入札価格調査制度実施要綱（平成２２年阿賀野市告示第

３６号）の一部を次のように改正する。  

  第９条第２項第３号中「管財課長」を「財務課長」に改め、同条第６項中

「管財課」を「財務課」に改める。  

 （阿賀野市病児保育室における意見、要望等の相談解決実施要綱の一部改正） 

第２１条 阿賀野市病児保育室における意見、要望等の相談解決実施要綱（平

成２４年阿賀野市告示第１５３号）の一部を次のように改正する。  

  第３条第１項中「社会福祉課児童福祉係長」を「こども課こども福祉係長」

に改める。  

 （阿賀野市地域福祉計画策定委員会設置要綱の一部改正）  

第２２条 阿賀野市地域福祉計画策定委員会設置要綱（平成２５年阿賀野市告

示第６８号）の一部を次のように改正する。  

  第８条中「社会福祉課」を「福祉支援課」に改める。  

 （阿賀野市健康あがの２１策定委員会設置要綱の一部改正）  

第２３条 阿賀野市健康あがの２１策定委員会設置要綱（平成２５年阿賀野市

告示第２２１号）の一部を次のように改正する。  

  第９条中「健康推進課」を「地域保健課」に改める。  

 （阿賀野市老人ホーム入所判定委員会設置要綱の一部改正）  

第２４条 阿賀野市老人ホーム入所判定委員会設置要綱（平成２７年阿賀野市



告示第１３４号）の一部を次のように改正する。  

  第３条第４号及び第５条第２項中「高齢福祉課長」を「福祉支援課長」に

改める。  

  第７条中「高齢福祉課」を「福祉支援課」に改める。  

 （阿賀野市子育て支援施設における意見、要望等の相談解決実施要綱の一部

改正）  

第２５条 阿賀野市子育て支援施設における意見、要望等の相談解決実施要綱

（平成２８年阿賀野市告示第１１５号）の一部を次のように改正する。  

  第３条中「社会福祉課児童福祉係長」を「こども課こども福祉係長」に改

める。  

 （阿賀野市長交際費の支出及び公表に関する要綱の一部改正）  

第２６条  阿賀野市長交際費の支出及び公表に関する要綱（平成２８年阿賀

野市告示第１６５号）の一部を次のように改正する。  

  第５条中「市長政策・市民協働課」を「総務課」に改める。  

 （阿賀野市養育支援訪問事業実施要綱の一部改正）  

第２７条 阿賀野市養育支援訪問事業実施要綱（平成２８年阿賀野市告示第２

２２号）の一部を次のように改正する。  

  第６条第１項中「社会福祉課」を「地域保健課」に改める。  

 （阿賀野市認知症高齢者等見守り事業実施要綱の一部改正）  

第２８条 阿賀野市認知症高齢者等見守り事業実施要綱（平成２９年阿賀野市

告示第１４２号）の一部を次のように改正する。  

  第３条第１号、第４条、第５条及び第６条中「市高齢福祉課地域包括支援

センター」を「市福祉支援課地域包括支援センター」に改める。  

 （阿賀野市児童館における意見等の相談解決実施要綱の一部改正）  

第２９条 阿賀野市児童館における意見等の相談解決実施要綱（令和２年阿賀

野市告示第２７号）の一部を次のように改正する。  

  第２条第２項中「社会福祉課長」を「こども課長」に改める。  

 （阿賀野市児童館運営委員会設置要綱の一部改正）  

第３０条  阿賀野市児童館運営委員会設置要綱（令和２年阿賀野市告示第２

８号）の一部を次のように改正する。  

  第７条中「社会福祉課」を「こども課」に改める。  

 （阿賀野市電力の調達に係る環境配慮実施要綱の一部改正）  

第３１条 阿賀野市電力の調達に係る環境配慮実施要綱（令和３年阿賀野市告

示第９９号）の一部を次のように改正する。  



  第６条中「総務部管財課」を「財務課」に改める。  

  第７条中「総務部管財課長」を「財務課長」に改める。  

 （阿賀野市中学生以下の子どもに対するインフルエンザ予防接種費用全額助

成事業実施要綱の一部改正）  

第３２条 阿賀野市中学生以下の子どもに対するインフルエンザ予防接種費

用全額助成事業実施要綱（令和４年阿賀野市告示第１２５号）の一部を次の

ように改正する。  

  第３号様式中「健康推進課（水原保健センター）」を「福祉支援課」に、

「健康推進課［」を「福祉支援課［」に改める。  

 （阿賀野市環境推進委員会設置要綱の一部改正）  

第３３条 阿賀野市環境推進委員会設置要綱（令和６年阿賀野市告示第９５

号）の一部を次のように改正する。  

  別表中「管財課長」を「財務課長」に改める。  

 （阿賀野市人権教育・啓発推進委員会設置要綱の一部改正）  

第３４条 阿賀野市人権教育・啓発推進委員会設置要綱（令和６年阿賀野市告

示第１０４号）の一部を次のように改正する。  

  別表（第３条関係）を次のように改める。  

総務課長、まちづくり政策課長、市民生活課長、地域保健課長、福祉

支援課長、こども課長、生涯学習課長、学校教育課長  

   附 則  

 この告示は、令和８年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 


